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(57)【要約】
【課題】所定のネットワーク外から送信されたファイル
のフリー印刷を抑止すること
【解決手段】
　印刷ファイルを管理する印刷管理システムであって、
印刷ファイルを受信する受信手段と、前記受信手段によ
り受信された印刷ファイルが所定のネットワーク外から
送信された印刷ファイルであって、当該印刷ファイルに
係る印刷がフリー印刷となるか否かを判定する判定手段
と、前記判定手段によりフリー印刷と判定される場合に
、前記所定のネットワーク外から送信された印刷ファイ
ルの印刷許可指示があるまで印刷待機するよう印刷ファ
イル情報を登録する登録手段とを備えることを特徴とす
る。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷ファイルを管理する印刷管理システムであって、
　印刷ファイルを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された印刷ファイルが所定のネットワーク外から送信された印
刷ファイルであって、当該印刷ファイルに係る印刷がフリー印刷となるか否かを判定する
判定手段と、
　前記判定手段によりフリー印刷と判定される場合に、前記所定のネットワーク外から送
信された印刷ファイルの印刷許可指示があるまで印刷待機するよう印刷ファイル情報を登
録する登録手段と
を備えることを特徴とする印刷管理システム。
【請求項２】
　前記登録手段は、前記判定手段により、フリー印刷でないと判定される場合に、前記所
定のネットワーク外から送信された印刷ファイルの印刷許可指示なしに印刷できるように
印刷ファイル情報を登録することを特徴とする請求項１に記載の印刷管理システム。
【請求項３】
　前記印刷ファイル情報は、所定のネットワーク外から登録されたことを識別する登録識
別情報を含み
　前記登録手段に登録された印刷ファイル情報の一覧を表示する表示制御手段を更に備え
、
　前記表示制御手段は、前記登録識別情報に従って、所定のネットワーク外から登録され
た印刷ファイルの印刷ファイル情報を識別可能に表示することを特徴とする請求項１又は
２に記載の印刷管理システム。
【請求項４】
　前記印刷ファイル情報は、印刷許可待ちを示す情報を含み、
　前記表示制御手段は、フリー印刷となり、印刷許可待ちとなる印刷ファイル情報を強調
表示することを特徴とする請求項３に記載の印刷管理システム。
【請求項５】
　前記印刷ファイルを印刷する講座を設定する設定手段を更に備え、
　前記登録手段は、前記設定手段により設定された講座がフリー印刷となる講座である場
合に、印刷許可待ち情報を設定して印刷ファイル情報を登録することを特徴とする請求項
４に記載の印刷管理システム。
【請求項６】
　前記所定のネットワーク外から送信された印刷ファイルは、所定のネットワーク外から
アップロードされたファイルによって生成された印刷ファイルであることを特徴とする請
求項１乃至５のいずれか１項に記載の印刷管理システム。
【請求項７】
　印刷ファイルを管理する印刷管理システムの処理方法であって、
　印刷ファイルを受信する受信ステップと、
　前記受信ステップにより受信された印刷ファイルが所定のネットワーク外から送信され
た印刷ファイルであって、当該印刷ファイルに係る印刷がフリー印刷となるか否かを判定
する判定ステップと、
　前記判定ステップによりフリー印刷と判定される場合に、前記所定のネットワーク外か
ら送信された印刷ファイルの印刷許可指示があるまで印刷待機するよう印刷ファイル情報
を登録する登録ステップと
を含むことを特徴とする処理方法。
【請求項８】
　印刷ファイルを管理する印刷管理システムのプログラムであって、
　前記印刷管理システムを、
　印刷ファイルを受信する受信手段と、
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　前記受信手段により受信された印刷ファイルが所定のネットワーク外から送信された印
刷ファイルであって、当該印刷ファイルに係る印刷がフリー印刷となるか否かを判定する
判定手段と、
　前記判定手段によりフリー印刷と判定される場合に、前記所定のネットワーク外から送
信された印刷ファイルの印刷許可指示があるまで印刷待機するよう印刷ファイル情報を登
録する登録手段
として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷ファイルを管理する印刷管理システムとその処理方法及びプログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より学校における印刷を制御する仕組みがある。例えば、学校内で印刷する際に印
刷の上限値を設けて、学生の無駄な印刷を抑止している。
【０００３】
　近年では、タブレット端末やノートパソコンを学生が所有していることから、自宅等で
作成した文書を自分で印刷し、授業に持ってくるようなことが行われるようになってきて
いる。
　このため、特許文献１のように、授業で用いる印刷を学校外で印刷した場合の仕組みが
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１０９８６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　自分のパソコンを持ち込むことができる環境であればよいが、パソコンを持ち込めない
場合もある。その場合、授業で使用する文書を自宅で作成し、自宅から学校内のサーバに
アップロードして、授業中に印刷を実行することがある。
【０００６】
　このような環境において、課金をしないで印刷ができる授業である場合、授業に関係な
いファイル（例えば、サークルで使用する文書）をアップロードし、授業内で印刷してし
まうという課題がある。すなわち、本来は課金対象となるような文書を、課金がされない
授業で印刷を行うということにつながってしまう。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、所定のネットワーク外から送信されたファイルのフリー印刷
を抑止する仕組みを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の目的を達成するための印刷ファイルを管理する印刷管理システムであって、印
刷ファイルを受信する受信手段と、前記受信手段により受信された印刷ファイルが所定の
ネットワーク外から送信された印刷ファイルであって、当該印刷ファイルに係る印刷がフ
リー印刷となるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段によりフリー印刷と判定され
る場合に、前記所定のネットワーク外から送信された印刷ファイルの印刷許可指示がある
まで印刷待機するよう印刷ファイル情報を登録する登録手段とを備えることを特徴とする
。
【発明の効果】
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【０００９】
　本発明によれば、所定のネットワーク外から送信されたファイルのフリー印刷を抑止す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態における、印刷管理システムの構成の一例を示す図である。
【図２】本発明の実施形態における、印刷管理サーバ１００、認証サーバ２００、クライ
アント端末４００に適用可能な情報処理装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図３】本発明の実施形態における、複合機３００に適用可能なハードウェア構成の一例
を示す図である。
【図４】本発明の実施形態における、機能ブロックを示す図である。
【図５】本発明の実施形態における、印刷ジョブを登録するためのファイルアップロード
処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施形態における、印刷ジョブの登録処理の流れを示すフローチャート
である。
【図７】本発明の実施形態における、印刷ジョブの制限変更（許可）処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図８】本発明の実施形態における、印刷ジョブの印刷指示処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図９】本発明の実施形態における、印刷管理サーバ１００で管理する各種テーブルの一
例を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態における、印刷管理サーバ１００で管理する設定テーブルの
一例を示す図である。
【図１１】本発明の実施形態における、利用者（生徒）が用いるログイン画面のイメージ
図である。
【図１２】本発明の実施形態における、ファイルアップロード画面の一例を示すイメージ
図である。
【図１３】本発明の実施形態における、管理者のログイン画面の一例を示すイメージ図で
ある。
【図１４】本発明の実施形態における、制限ジョブ通知の一例を示すイメージ図である。
【図１５】本発明の実施形態における、管理者の管理者画面１５００と印刷ジョブ情報一
覧画面１５１０の一例を示すイメージ図である。
【図１６】本発明の実施形態における、印刷指示時の印刷ジョブ一覧画面の一例を示すイ
メージ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１２】
　まず図１を参照して、本発明の実施形態における、印刷管理システムの構成の一例につ
いて説明する。図１は、本発明の実施形態における、印刷管理システムの構成の一例を示
す図である。印刷ファイルを管理する印刷管理システムと言い換えることが可能である。
【００１３】
　印刷管理システムは、例えば学校内に構築されたシステムであり、印刷管理サーバ１０
０、認証サーバ２００、複合機３００、クライアント端末４００（学校内ＰＣ）がＬＡＮ
６００を介して通信可能に接続されている。
　また、ＷＡＮ７００を経由して、クライアント端末４００（生徒所有の学校外ＰＣ）か
ら印刷管理サーバ１００に通信可能に構成されている。
　本実施形態では、印刷管理サーバ１００は、プリントサーバやＷｅｂサーバとしての役
割を担い、印刷ジョブを管理するサーバである。
【００１４】
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　クライアント端末４００（生徒所有の学校外ＰＣ）からの印刷（印刷ジョブ登録）は、
Ｗｅｂブラウザを用いて、Ｗｅｂサーバとしての役割を担う印刷管理サーバ１００にアク
セスして、ＨＴＴＰプロトコル等の通信を用いて印刷するファイルの登録を行う。
【００１５】
　また、クライアント端末４００（学校内ＰＣ）からの印刷は、クライアント端末４００
にインストールされているプリンタドライバを介して、プリントサーバとしての印刷管理
サーバ１００にプリンタドライバで生成された印刷ジョブを送信する。
【００１６】
　なお、Ｗｅｂサーバの機能と、プリントサーバの機能を別のサーバとして実行させるこ
とも可能である。また、印刷ジョブを管理する管理サーバをＷｅｂサーバとプリントサー
バとは別に備える構成としてもよい。
【００１７】
　また、印刷管理サーバ１００は、図９や図１０のデータを管理して、印刷制御を行うも
のとする。さらに、図１１～図１３、図１５、図１６の表示を行うためのＨＴＭＬファイ
ルを記憶している。本実施形態では、ブラウザを用いたファイル登録を行うように構成し
たが、クライアント端末４００に独自のアプリケーションを有しており、そのアプリケー
ションを介して、ファイルを登録する構成であってもよい。
【００１８】
　特にタブレット端末の場合には、印刷管理サーバ１００と通信するアプリケーションを
提供し、このアプリケーションの画面でファイルを指定して印刷管理サーバ１００にファ
イルをアップロードしてもよい。
【００１９】
　認証サーバ２００は、複合機でのログインや、クライアント端末４００でのログインに
用いられる認証機能を有するサーバ（例えば、ディレクトリサーバ）である。また、認証
サーバ２００の機能を印刷管理サーバに含めるようにして、同一筐体で実現することも可
能である。
　なお、本実施形態で印刷管理サーバ１００へのログインは、印刷管理サーバ１００のユ
ーザ管理テーブル９００で行うものとして説明する。
【００２０】
　複合機３００は、印刷を実行するプリンタの役割を担う装置であり、印刷管理サーバ１
００から印刷ジョブを受信して印刷を実行する装置である。また、ブラウザを備えており
、複合機３００上でも印刷ジョブ一覧を表示して、印刷指示をすることができる。
【００２１】
　クライアント端末４００は、プリンタドライバ、ブラウザ、文書作成アプリケーション
などがインストールされているコンピュータである。クライアント端末４００は、学校内
に設定されているコンピュータの他、生徒が所有するコンピュータである。
【００２２】
　生徒が所有するコンピュータは学校のネットワーク（ＬＡＮ）外からアクセスして、印
刷ジョブを印刷管理サーバ１００に登録することができる。また、生徒が所有するコンピ
ュータを授業（以下、講義ともいう）へ持ち込みが許可されている運用であっても、学校
内のコンピュータと同様に直接ＬＡＮにアクセスしない構成とすることが望ましい。授業
に持ち込んだ場合にも、印刷は、ブラウザを介してファイルを印刷管理サーバ１００に送
信することで印刷ジョブが登録される。
【００２３】
　学校に設定されているコンピュータは、ＬＡＮ内で各種サーバにアクセスすることがで
き、印刷ジョブを印刷管理サーバ１００に登録することができる。なお、学校内に設定さ
れているコンピュータから印刷ジョブを登録する際には、プリンタドライバを用いて、印
刷ジョブを生成して、登録するものとする。
【００２４】
　以下、図２を用いて、図１に示した印刷管理サーバ１００、認証サーバ２００、クライ
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アント端末４００に適用可能な情報処理装置のハードウェア構成について説明する。
　図２は、図１に示した画像処理サーバ１０１、印刷管理サーバ１００に適用可能な情報
処理装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【００２５】
　図２において、２０１はＣＰＵで、システムバス２０４に接続される各デバイスやコン
トローラを統括的に制御する。また、ＲＯＭ２０２あるいは外部メモリ２１１には、ＣＰ
Ｕ２０１の制御プログラムであるＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕｔ　／　Ｏｕｔｐｕｔ
　Ｓｙｓｔｅｍ）やオペレーティングシステムプログラム（以下、ＯＳ）や、各サーバ或
いは各ＰＣの実行する機能を実現するために必要な後述する各種プログラム等が記憶され
ている。
【００２６】
　２０３はＲＡＭで、ＣＰＵ２０１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。ＣＰＵ
２０１は、処理の実行に際して必要なプログラム等をＲＯＭ２０２あるいは外部メモリ２
１１からＲＡＭ２０３にロードして、該ロードしたプログラムを実行することで各種動作
を実現するものである。
【００２７】
　また、２０５は入力コントローラで、キーボード（ＫＢ）２０９や不図示のマウス等の
ポインティングデバイス等からの入力を制御する。２０６はビデオコントローラで、ＣＲ
Ｔディスプレイ（ＣＲＴ）２１０等の表示器への表示を制御する。なお、図２では、ＣＲ
Ｔ２１０と記載しているが、表示器はＣＲＴだけでなく、液晶ディスプレイ等の他の表示
器であってもよい。これらは必要に応じて管理者が使用するものである。
【００２８】
　２０７はメモリコントローラで、ブートプログラム，各種のアプリケーション，フォン
トデータ，ユーザファイル，編集ファイル，各種データ等を記憶するハードディスク（Ｈ
Ｄ）や、フレキシブルディスク（ＦＤ）、或いはＰＣＭＣＩＡカードスロットにアダプタ
を介して接続されるコンパクトフラッシュ（登録商標）メモリ等の外部メモリ２１１への
アクセスを制御する。
【００２９】
　２０８は通信Ｉ／Ｆコントローラで、ネットワーク（例えば、図１に示したＬＡＮ６０
０）を介して外部機器と接続・通信するものであり、ネットワークでの通信制御処理を実
行する。例えば、ＴＣＰ／ＩＰを用いた通信等が可能である。
【００３０】
　なお、ＣＰＵ２０１は、例えばＲＡＭ２０３内の表示情報用領域へアウトラインフォン
トの展開（ラスタライズ）処理を実行することにより、ＣＲＴ２１０上での表示を可能と
している。また、ＣＰＵ２０１は、ＣＲＴ２１０上の不図示のマウスカーソル等でのユー
ザ指示を可能とする。
【００３１】
　本発明を実現するための後述する各種プログラムは、外部メモリ２１１に記録されてお
り、必要に応じてＲＡＭ２０３にロードされることによりＣＰＵ２０１によって実行され
るものである。さらに、上記プログラムの実行時に用いられる定義ファイル及び各種情報
テーブル等も、外部メモリ２１１に格納されており、これらについての詳細な説明も後述
する。
【００３２】
　次に、図３を用いて、図１に示した複合機３００のハードウェア構成について説明する
。
　図３は、図１に示した複合機３００のハードウェア構成の一例を示すブロック図である
。
【００３３】
　図３において、３１６はコントローラユニットで、画像入力デバイスとして機能するス
キャナ３１４や、画像出力デバイスとして機能するプリンタ部３１２と接続する一方、Ｌ
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ＡＮ（例えば、図１に示したＬＡＮ６００）や公衆回線（ＷＡＮ７００）（例えば、ＰＳ
ＴＮまたはＩＳＤＮ等）と接続することで、画像データやデバイス情報の入出力を行う。
【００３４】
　コントローラユニット３１６において、３０１はＣＰＵで、システム全体を制御するプ
ロセッサである。３０２はＲＡＭで、ＣＰＵ３０１が動作するためのシステムワークメモ
リであり、プログラムを記録するためのプログラムメモリや、画像データを一時記録する
ための画像メモリでもある。
【００３５】
　３０３はＲＯＭで、システムのブートプログラムや各種制御プログラムが格納されてい
る。３０４はハードディスクドライブ（ＨＤＤ）で、システムを制御するための各種プロ
グラム，画像データ等を格納する。
【００３６】
　３０７は操作部インタフェース（操作部Ｉ／Ｆ）で、操作部（キーボード）３０８との
インタフェース部である。また、操作部Ｉ／Ｆ３０７は、操作部３０８から入力したキー
情報（例えば、スタートボタンの押下）をＣＰＵ３０１に伝える役割をする。
【００３７】
　３０５はネットワークインタフェース（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉ／Ｆ）で、ネットワーク（
ＬＡＮ６００）に接続する。また、無線通信も可能な構成となっており、赤外線やＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）を用いた通信にて他の装置と接続す
る。データの入出力を行う。３０６はモデム（ＭＯＤＥＭ）で、公衆回線に接続し、ＦＡ
Ｘの送受信等のデータの入出力を行う。
【００３８】
　３１８は外部インタフェース（外部Ｉ／Ｆ）で、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４，プリンタ
ポート，ＲＳ－２３２Ｃ等の外部入力を受け付けるＩ／Ｆ部であり、本実施形態において
は認証で必要となる携帯端末のＩＣカード（記憶媒体）の読み取り用のカードリーダ３１
９が外部Ｉ／Ｆ部３１８に接続されている。そして、ＣＰＵ３０１は、この外部Ｉ／Ｆ３
１８を介してカードリーダ３１９による携帯端末のＩＣカードからの情報読み取りを制御
し、該携帯端末のＩＣカードから読み取られた情報を取得可能である。以上のデバイスが
システムバス３０９上に配置される。
【００３９】
　３２０はイメージバスインタフェース（ＩＭＡＧＥ　ＢＵＳ　Ｉ／Ｆ）であり、システ
ムバス３０９と画像データを高速で転送する画像バス３１５とを接続し、データ構造を変
換するバスブリッジである。
　画像バス３１５は、ＰＣＩバスまたはＩＥＥＥ１３９４で構成される。画像バス３１５
上には以下のデバイスが配置される。
【００４０】
　３１０はラスタイメージプロセッサ（ＲＩＰ）で、例えば、ＰＤＬコード等のベクトル
データをビットマップイメージに展開する。３１１はプリンタインタフェース（プリンタ
Ｉ／Ｆ）で、プリンタ部３１２とコントローラユニット３１６を接続し、画像データの同
期系／非同期系の変換を行う。また、３１３はスキャナインタフェース（スキャナＩ／Ｆ
）で、スキャナ３１４とコントローラユニット３１６を接続し、画像データの同期系／非
同期系の変換を行う。
【００４１】
　３１７は画像処理部で、入力画像データに対し補正、加工、編集を行ったり、プリント
出力画像データに対して、プリンタの補正、解像度変換等を行う。また、これに加えて、
画像処理部３１７は、画像データの回転や、多値画像データに対してはＪＰＥＧ、２値画
像データはＪＢＩＧ、ＭＭＲ、ＭＨ等の圧縮伸張処理を行う。
【００４２】
　スキャナ部３１４は、原稿となる紙上の画像を照明し、ＣＣＤラインセンサで走査する
ことで、ラスタイメージデータとして電気信号に変換する。原稿用紙は原稿フィーダのト
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レイにセットし、装置使用者が操作部３０８から読み取り起動指示することにより、ＣＰ
Ｕ３０１がスキャナ３１４に指示を与え、フィーダは原稿用紙を１枚ずつフィードし原稿
画像の読み取り動作を行う。
【００４３】
　プリンタ部３１２は、ラスタイメージデータを用紙上の画像に変換する部分であり、そ
の方式は感光体ドラムや感光体ベルトを用いた電子写真方式、微少ノズルアレイからイン
クを吐出して用紙上に直接画像を印字するインクジェット方式等があるが、どの方式でも
構わない。プリント動作の起動は、ＣＰＵ３０１からの指示によって開始する。なお、プ
リンタ部３１２には、異なる用紙サイズまたは異なる用紙向きを選択できるように複数の
給紙段を持ち、それに対応した用紙カセットがある。
【００４４】
　操作部３０８は、ＬＣＤ表示部を有し、ＬＣＤ上にタッチパネルシートが貼られており
、システムの操作画面を表示するとともに、表示してあるキーが押されるとその位置情報
を操作部Ｉ／Ｆ３０７を介してＣＰＵ３０１に伝える。また、操作部３０８は、各種操作
キーとして、例えば、スタートキー、ストップキー、ＩＤキー、リセットキー等を備える
。
【００４５】
　尚、表示部はプリンタによって表示性能が異なり、タッチパネルを介して操作をできる
プリンタ、単に液晶画面を備え文字列を表示（印刷状態や印刷している文書名の表示）さ
せるだけのプリンタによって本発明は構成されている。
【００４６】
　ここで、操作部３０８のスタートキーは、原稿画像の読み取り動作を開始する時などに
用いる。スタートキーの中央部には、緑と赤の２色ＬＥＤがあり、その色によってスター
トキーが使える状態にあるかどうかを示す。また、操作部３０８のストップキーは、稼働
中の動作を止める働きをする。また、操作部３０８のＩＤキーは、使用者のユーザＩＤを
入力する時に用いる。リセットキーは、操作部からの設定を初期化する時に用いる。
【００４７】
　カードリーダ３１９は、ＣＰＵ３０１からの制御により、ＩＣカード（ＩＣチップとし
て携帯端末内に備えられていてもよい）に記憶されている情報を読み取り、該読み取った
情報を外部Ｉ／Ｆ３１８を介してＣＰＵ３０１へ通知する。また、カードリーダ３１９は
ＮＦＣの通信規格に対応しており、ＩＣカードや携帯端末のＩＣチップへの読み書きを行
うことが可能な構成となっている。なお、ＮＦＣ規格対応のカードリーダに、ＮＦＣ規格
対応の携帯端末をかざすと、認証を行い、携帯端末とプリンタ（複合機）とのペアリング
を行う。そして、かざされた携帯端末とプリンタ（複合機）で通信（Ｐ２Ｐ）を確立して
データの通信を行うことが可能である。その他、高速通信規格である、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）やＷｉ－Ｆｉ（登録商標）に通信を引き継ぎ（ハンドオーバー）、携帯端
末とプリンタ（複合機）間で通信を行わせることも可能である。例えば、携帯端末をカー
ドリーダにかざすことで、携帯端末に記憶されている画像をプリンタ（複合機）へ送信す
ることが可能となる。なお、ＮＦＣの通信規格の詳細は、従来技術であるため、説明を省
略するものとする。
【００４８】
　上述した複合機３００では、複合機３００を制御するためのプラットフォームが存在し
、このプラットフォーム上で、認証サーバと通信するための認証アプリケーションが動作
している。認証アプリケーションはＨＤＤ３０４に記憶されている。プラットフォームが
管理する、ログイン時にユーザ情報を格納するログインコンテキストや、各種設定情報は
、ＨＤＤ３０４上に領域が確保されている。
【００４９】
　また、プラットフォーム上には、複合機３００の本体機能を拡張したアプリケーション
がインストールされ、動作している。これらアプリケーションは、プラットフォームのＡ
ＰＩを用いて実行される。
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　このプラットフォームを介して、プリンタの各機能を制御することが可能な構成となっ
ている。
【００５０】
　また、複合機３００には、Ｗｅｂブラウザも記憶されており、Ｗｅｂシステムと連携す
ることも可能である。この場合、Ｗｅｂアプリケーションサーバから受信した画面をＷｅ
ｂブラウザを用いて表示する。Ｗｅｂブラウザ上で指示した命令は、Ｗｅｂアプリケーシ
ョンサーバへ要求がなされ、Ｗｅｂアプリケーションサーバからの命令を受け付けること
によって、複合機３００により動作（スキャンやプリント処理）を実行することが可能で
ある。
【００５１】
　以上のような構成によって、複合機３００は、スキャナ３１４から読み込んだ画像デー
タをＬＡＮ６００上に送信したり、ＬＡＮ６００から受信した印刷データをプリンタ部３
１２により印刷出力することができる。
【００５２】
　また、スキャナ３１４から読み込んだ画像データをモデム３０６により、公衆回線上に
ＦＡＸ送信したり、公衆回線からＦＡＸ受信した画像データをプリンタ部３１２により出
力することできる。
【００５３】
　次に図４を参照して、本発明の実施形態における機能構成の一例について説明する。図
４は、本発明の実施形態における、機能構成の一例を示す図である。
【００５４】
　本実施形態は、印刷管理サーバ１００とクライアント端末４００で分けて説明している
が、印刷管理サーバ１００の機能をクライアント端末４００に備える構成でもよい、また
クライアント端末４００の機能を印刷管理サーバ１００に備える構成でもよいため、機能
構成としては印刷管理システムとして説明する。
【００５５】
　受信部４０１は、印刷ファイルを受信する機能部である。印刷ファイルはクライアント
端末４００からアップロードされるため、受信部４０１は印刷管理サーバ１００に備わる
機能である。
【００５６】
　判定部４０２は、受信された印刷ファイルが所定のネットワーク外（例えば、学校外）
から送信された印刷ファイル（例えば、アップロードによる印刷ジョブ）であって、当該
印刷ファイルに係る印刷がフリー印刷（課金無講座の印刷）となるか否かを判定する機能
部である。判定部４０２は、印刷管理サーバ１００に備わる機能である。
【００５７】
　登録部４０３は、フリー印刷と判定される場合に、所定のネットワーク外から送信され
た印刷ファイルに対する印刷許可指示があるまで印刷待機するよう印刷ファイル情報を登
録する機能部である。
【００５８】
　また、フリー印刷でないと判定される場合に、所定のネットワーク外から送信された印
刷ファイルに対する印刷許可指示なしに印刷できるように印刷ファイル情報を登録する機
能部である。
【００５９】
　また、印刷ファイル情報は、所定のネットワーク外から登録されたことを識別する登録
識別情報（アップロードフラグ）を含むものである。また、印刷ファイル情報は、印刷許
可待ちを示す情報（印刷ステータス：印刷許可待ち）を含むものである。
　後述する設定部４０５により設定された講座がフリー印刷となる講座である場合に、印
刷許可待ち情報を指定した印刷ファイル情報を登録する機能部である。
　なお、登録部４０３は、印刷管理サーバ１００に備わる機能である。
　表示制御部４０４は、登録された印刷ファイル情報の一覧を表示する機能部である。
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　また、登録識別情報に従って、所定のネットワーク外から登録された印刷ファイルの印
刷ファイル情報を識別可能に表示する機能である。
　また、フリー印刷となり、印刷許可待ちとなる印刷ファイル情報を強調表示する機能で
ある。
【００６０】
　表示制御は、クライアント端末４００のアプリケーションが制御してもよいし、クライ
アント端末４００で表示する表示制御画面（ＨＴＭＬ形式のファイル）を印刷管理サーバ
１００で生成してもよいため、表示制御部４０４は印刷管理サーバ１００又はクライアン
ト端末４００に備わる機能である。
【００６１】
　設定部４０５は、印刷ファイルを印刷する講座を設定する機能部である。図１２の１２
０１で講座を設定するため、クライアント端末４００に備わる機能である。
【００６２】
　次に図５を参照して、本発明の実施形態における、印刷ジョブを登録するためのファイ
ルアップロード処理について説明する。図５は、本発明の実施形態における、印刷ジョブ
を登録するためのファイルアップロード処理の流れを示すフローチャートである。なお、
各ステップは、各装置のＣＰＵがそれぞれ実行する処理である。
【００６３】
　図５は、クライアント端末４００のブラウザを介して、ファイルをアップロードする処
理を示すものであり、生徒所有のクライアント端末４００からのファイルアップロードの
処理を中心に記載したものである。
【００６４】
　なお、学校内に設置してあるクライアント端末４００のブラウザを介してアクセスする
こともできるが、ファイルのアップロードはできない処理となっている。これは、学校内
に設置してあるクライアント端末４００は、プリンタドライバを用いて直接印刷ジョブを
登録することができるためである。ブラウザを用いて学校内のネットワークからファイル
アップロードして印刷ジョブを登録させるようにしてもよい。
　ステップＳ５０１では、ユーザの操作に応じて、ブラウザを用いて、印刷管理サーバ１
００に対してログイン画面の要求を送信する。
　ステップＳ５０２では、クライアント端末４００からログイン画面の要求を受信する。
　ステップＳ５０３では、印刷管理サーバ１００に保持しているログイン画面を取得し、
要求のあったクライアント端末４００にログイン画面を送信する。
【００６５】
　なお、上述したように、ブラウザを用いる構成でなく、印刷管理サーバ１００と通信し
てファイルをアップロードするアプリケーションを用いる場合には、アプリケーションで
有しているログイン画面を用いてもよいことは言うまでもない。また、アプリケーション
の場合には、初期設定でユーザＩＤとパスワードを登録しているため、ログイン画面の表
示処理は省略してもよい。
【００６６】
　ステップＳ５０４では、印刷管理サーバ１００からログイン画面を受信する。そして、
ログイン画面をクライアント端末４００のディスプレイに表示する。ログイン画面を表示
した例は、図１１である。図１１は利用者（生徒）が用いるログイン画面であり、ユーザ
ＩＤとパスワードを入力することが可能である。
　ステップＳ５０５では、ユーザＩＤとパスワードを含むログイン要求を印刷管理サーバ
１００へ送信する。
【００６７】
　ステップＳ５０６では、ログイン要求を受信して、図９のユーザ管理テーブル９００を
参照して、認証を行い、ログインを実行する。認証エラーとなった場合には、認証エラー
通知をクライアント端末４００に送信する。
【００６８】
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　ステップＳ５０７では、クライアント端末４００との通信（セッション）によりクライ
アント端末４００のＩＰアドレスを取得する。セッションでのＩＰアドレスの取得は既知
の技術であるため説明を省略する。この取得したＩＰアドレスを基に、図１０の設定テー
ブルの学校内ネットワーク情報を参照して、要求もとが学校外からのアクセス（要求）か
を判定する。設定テーブルの学校内ネットワーク情報に含まれるＩＰアドレスからの要求
であれば、学校内からのアクセスと判定する。学校内ネットワーク情報に含まれないＩＰ
アドレスからの要求であれば学校外からのアクセスと判定する。
【００６９】
　なお、学校のネットワーク外からアクセスする場合には、ＶＰＮ接続させる構成をとる
場合には、単純にＶＰＮ接続の場合には、学校外からの要求（学校内のクライアント端末
からの要求）と判定するようにしてもよい。
【００７０】
　学校外からの要求、すなわち、所定のネットワーク外からの要求であると判定した場合
には、ステップＳ５０８へ処理を移す。所定のネットワーク内からの要求であると判定し
た場合には、ステップＳ６０９へ移行する。この時、クライアント端末４００には、学校
内からの印刷はファイルアップロードでの印刷はできない旨を通知する。
　ステップＳ５０８では、印刷管理サーバ１００に保持しているファイルアップロード画
面を取得し、要求のあったクライアント端末４００に送信する。
【００７１】
　ステップＳ５０９では、ファイルアップロード画面を受信して、クライアント端末４０
０のディスプレイに表示する。ファイルアップロード画面の表示例が、図１２である。
【００７２】
　ステップＳ５１０では、図１２のファイルアップロード画面で、アップロード情報の入
力を受け付ける。１２０１では講義名を選択、１２０２では印刷したファイルを選択、１
２０３では出力用紙サイズを選択、１２０４では、カラー印刷するかモノクロ印刷するか
を選択、１２０５では、両面印刷するか片面印刷をするかを選択させることにより、入力
を受け付ける。
【００７３】
　ステップＳ５１１では、ステップＳ５１０で受け付けたアップロード情報を含むアップ
ロード要求を印刷管理サーバ１００へ送信する。アップロード情報としては、印刷ファイ
ル、講義名を示す講義情報、印刷設定となる用紙サイズ・カラーモノクロ・両面片面情報
である。
　ステップＳ５１２では、アップロード情報を含むアップロード要求を受信する。印刷フ
ァイルを受信する受信処理に相当する。
【００７４】
　次に図６を参照して、本発明の実施形態における、印刷ジョブの登録処理について説明
する。図６は、本発明の実施形態における、印刷ジョブの登録処理の流れを示すフローチ
ャートである。なお、各ステップは、各装置のＣＰＵがそれぞれ実行する処理である。
【００７５】
　ステップＳ６０１では、受信したアップロード要求に含まれるアップロードファイル（
以下、ファイルともいう）を取得し、ファイル形式をチェックする。本実施形態では、適
用できるファイル形式をＰＤＦファイル形式とする。利用可能なファイル形式である場合
には、ステップＳ６０３へ処理を移し、利用可能なファイル形式でない場合には、ステッ
プＳ６０２へ処理を移す。
　ステップＳ６０２では、印刷管理サーバ１００から、クライアント端末４００に利用で
きないファイル形式であることを通知し、エラー表示する。
　ステップＳ６０３では、アップロード要求に含まれる講義情報を取得する。
【００７６】
　ステップＳ６０４では、図９の講義管理テーブル９１０を参照し、講義情報を基に、印
刷が課金対象となる講義（授業）か否かを判定する。課金対象とならない講義（課金無）
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であると判定された場合には、ステップＳ６０５へ処理を移し、課金対象となる講義（課
金有）であると判定された場合には、ステップＳ６０６へ処理を移す。ステップＳ６０４
は、印刷ファイルが所定のネットワーク外から送信された印刷ファイルであって、当該印
刷ファイルに係る印刷がフリー印刷（課金無の講義の印刷）となるか否かを判定する判定
処理に相当する。
【００７７】
　本実施形態での課金とは、印刷枚数や印刷内容によるポイントを累計するものであり、
この累計値がユーザに対応して登録されている上限値に達するまでは自由に印刷できる。
なお、上限値に達すると印刷ができないものとなる。
【００７８】
　課金有の講義とは、講義内で印刷が必要となった場合でも、印刷による課金がなされ（
累計が更新される）、課金無の講義とは、講義内での印刷は課金されず、生徒が上限値を
意識せずに印刷をすることができる講義である。
【００７９】
　ステップＳ６０５では、課金無の講義であるため、印刷ステータスを「印刷許可待ち」
、講義内印刷の許可不許可を示す制限を「制限有」と決定する。「印刷許可待ち」とは、
印刷ジョブを管理者からの許可があるまで印刷ができない状態を示すものである。
【００８０】
　これは、課金無の講義であるため、自由に印刷がされてしまうため、生徒自身のクライ
アント端末４００（学校外のネットワークの装置）からファイルがアップロードされ自由
に印刷ができてしまうためである。
【００８１】
　学校外のネットワークの装置であるクライアント端末４００からファイルがアップロー
ドされ、且つ、講義が課金無の場合には、管理者の許可を必要として講義内での印刷を制
限することができる。
　これにより、課金がされない講義での自由な印刷を抑止することができる。
【００８２】
　ステップＳ６０６では、課金有の講義であるため、印刷ステータスを「印刷指示待ち」
、講義内印刷の許可不許可を示す制限を「制限無」と決定する。「印刷指示待ち」とは、
印刷ジョブを出力できる状態を示すものである。課金有の講義であるため、自由に印刷を
することがない（可能性が低い）ことから、印刷ジョブ登録時に、「印刷指示待ち」に決
定する。後述（図７）の管理者による制限変更により、講義中の印刷を不許可とするよう
に「制限有」に変更されることもある。これは講義と関係ない印刷ジョブを講義中に印刷
させないようにするためである。講義時間外であれば制限はなくなり、印刷上限内で印刷
が実行することができるようになる。
【００８３】
　ステップＳ６０７では、印刷ジョブを生成する。具体的には、ＰＤＦファイルに複合機
が解釈可能なヘッダー（印刷設定やユーザ情報などの情報を含む印刷制御コマンド）を付
与し、印刷ジョブを生成する。
【００８４】
　本実施形態では、ＰＤＦファイルに、ヘッダーを追加した印刷ジョブを生成する構成と
したが、印刷管理サーバ１００のプリンタドライバを介して、印刷ジョブ（ＰＤＬ形式の
ファイル）を生成する構成であってもよい。
【００８５】
　生成した印刷ジョブを印刷管理サーバ１００の記憶部に保存し、印刷ジョブの情報を図
９の印刷ジョブ管理テーブル９２０に登録する。印刷ジョブ管理テーブル９２０に登録す
る際に、印刷ジョブやアップロード情報から取得できる情報、ステップＳ６０５、ステッ
プＳ６０６で決定した情報を登録する。なお、アップロードされたファイルを用いた印刷
ジョブについては、アップロードフラグを「有」にする。そして、管理者からの許可が得
られる（制限なし指示がある）まで、印刷指示ができない状態となる。
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【００８６】
　すなわち、ステップＳ６０５とステップＳ６０７は、フリー印刷と判定される場合に、
所定のネットワーク外から送信された印刷ファイルの印刷許可指示があるまで印刷待機す
るよう登録する登録処理に相当する。
【００８７】
　ステップＳ６０８では、図１０の設定テーブルの非制限ジョブフラグを「有」に設定す
る。これにより、ファイルアップロードにより印刷ジョブが登録され、管理者が確認する
べき印刷ジョブがあることを判別することができる。この非制限ジョブフラグは、後述の
ステップＳ７０２で用いられる。
　次に、学校内に設置されているクライアント端末４００から印刷ジョブを登録する際の
処理について説明する。
【００８８】
　ステップＳ６０９では、プリンタドライバを用いて、指定した文書ファイルから印刷ジ
ョブ（ＰＤＬ形式）を生成する。印刷ジョブは、印刷管理サーバ１００へ送信される。
　ステップＳ６１０では、印刷ジョブを受信する。
【００８９】
　ステップＳ６１１では、印刷ステータスを「印刷指示待ち」「制限無」に決定する。な
お、図９のＰＣ管理テーブルを参照し、印刷実行されたＰＣの設置教室を特定し、教室名
と、現在時刻、講義テーブルとから、講義時間内の印刷であるかを判定し、講義時間内で
の印刷であれば「印刷指示待ち」「制限無」と決定するようにしてもよい。また、講義時
間外の印刷である場合には、印刷ジョブを登録させない、或いは「印刷許可待ち」「制限
有」と決定するようにしてもよい。
【００９０】
　ステップＳ６１２では、印刷ジョブを印刷管理サーバ１００の所定の領域に保存し、印
刷ジョブから取得できる書誌情報と、ステップＳ６１１を基に印刷ジョブ管理テーブル９
２０に印刷ジョブ情報を登録する。（ＪＯＢ０００００３の例に相当する。）
【００９１】
　次に図７を参照して、本発明の実施形態における、印刷ジョブの制限変更（許可）処理
について説明する。図７は、本発明の実施形態における、印刷ジョブの制限変更（許可）
処理の流れを示すフローチャートである。なお、各ステップは、各装置のＣＰＵがそれぞ
れ実行する処理である。
　ステップＳ７０１では、管理者のクライアント端末４００で、図１３の管理者のログイ
ン画面を表示し、印刷管理サーバ１００へのログインを行う。
【００９２】
　ステップＳ７０２では、図１０の非制限ジョブフラグを参照し、印刷許可する印刷ジョ
ブがあるか否かを判定する。非制限ジョブフラグ「有」となっている場合には、ステップ
Ｓ７０３へ処理を移す。非制限ジョブフラグ「無」となっている場合には、処理を終了す
る。非制限ジョブフラグ「無」となっている場合には、管理者メニューから他の処理を実
行できることはいうまでもない。
　制限ジョブがある旨を印刷管理サーバ１００からクライアント端末４００へ送信する。
【００９３】
　ステップＳ７０３では、制限ジョブがある旨の通知を印刷管理サーバ１００から受信し
、制限ジョブ通知（図１４）をクライアント端末４００のディスプレイに表示する。
【００９４】
　ステップＳ７０４では、図１５の管理者画面１５００を表示し、１５０１の制限ジョブ
状況の押下に従って、印刷ジョブ情報一覧画面１５１０を表示し、制限ジョブ表示要求を
送信する。
【００９５】
　ステップＳ７０５では、制限ジョブ表示要求を受信する。制限ジョブ表示要求には、表
示する印刷ジョブ情報を検索する検索条件を含んでいる。検索条件は、印刷ジョブ情報一
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覧画面１５１０の１５１１で設定された条件となる。
　ステップＳ７０６では、印刷ジョブ管理テーブル９２０から条件に合致する印刷ジョブ
情報を取得する。
　ステップＳ７０７では、取得した印刷ジョブ情報を送信する。
　ステップＳ７０８では、印刷管理サーバ１００から印刷ジョブ情報を受信する。
【００９６】
　ステップＳ７０９では、受信した印刷ジョブ情報に従って、印刷ジョブ情報一覧を１５
１２へ表示する。この時、印刷ジョブ情報の印刷ステータスが「印刷許可待ち」「制限あ
り」の印刷ジョブを管理者に優先的に確認させるため、一覧の上位に表示すると共に、１
５１３のように他の印刷ジョブ情報と識別できるように強調表示を行う。
【００９７】
　また、ファイルアップロードにより学校外のネットワークから印刷ジョブが登録された
ものかを識別させるため、アップロードフラグ「有」の印刷ジョブ情報に、校外登録「●
」を表示する。
【００９８】
　図１５の１５１０では、制限の切り替えを容易にするため、「制限あり」「制限なし」
ボタンを配置する構成となっている。印刷ジョブ情報の制限「有」の場合には、「制限あ
り」ボタンを選択状態にして表示し、印刷ジョブ情報の制限「無」の場合には、「制限な
し」ボタンを選択状態にして表示する。このボタンの押下により制限有無を切り替える。
【００９９】
　これにより、所定のネットワーク外からのファイルアップロードにより登録された印刷
ジョブを容易に把握することができ、制限判断（許可判断）を容易に行うことができる。
【０１００】
　特に、課金無の講義での関係のない印刷を抑止できるとともに、課金無の講義で、且つ
、ファイルアップロードにより登録された印刷ジョブを優先的に確認させることで印刷の
制限をかけることによる印刷の遅延を防ぐことが可能となる。
【０１０１】
　１５１３の印刷ジョブ情報を選択（ダブルクリック）することで、印刷ジョブのプレビ
ューを行うようにする。また、各レコードに印刷ジョブから生成されたサムネイル画像を
表示するようにしてもよい。
　ステップＳ７１０では、「制限なし」ボタンの指定を受け付ける。なお、「制限あり」
ボタンの指定を受け付けられることはいうまでもない。
【０１０２】
　ステップＳ７１１では、ステップＳ７１０で変更された情報を含む制限変更要求を送信
する。制限変更要求には、印刷ジョブＩＤと変更された制限値「有／無」が含むものとす
る。
　ステップＳ７１２では、制限変更要求を受信する。
　ステップＳ７１３では、制限変更要求に含まれる印刷ジョブＩＤと制限値「有／無」に
従って、印刷ジョブ管理テーブル９２０を更新する。
　制限無に変更した場合、講義内での印刷を許可するものとするため、印刷ステータスを
「印刷指示待ち」へ変更する。
【０１０３】
　これにより、ファイルアップロードにより印刷ジョブが登録され、且つ、講義が課金無
の講義の場合に印刷許可待ちとなる印刷ジョブがあっても、効率よく印刷指示待ち（印刷
許可）となり、学校外のネットワークからの印刷を、学校内で容易に行わせることが可能
となる。ファイルアップロードによる印刷は学校側のチェックが入るため、学校内での不
要な印刷を抑止することが可能となる。
【０１０４】
　次に図８を参照して、本発明の実施形態における、印刷ジョブの印刷指示処理ついて説
明する。図８は、本発明の実施形態における、印刷ジョブの印刷指示処理の流れを示すフ
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ローチャートである。なお、各ステップは、各装置のＣＰＵがそれぞれ実行する処理であ
る。
【０１０５】
　ステップＳ８０１では、学校内の教室に設置されているクライアント端末４００、又は
、学校内の教室に設置されている複合機３００でログイン画面（不図示）を表示し、印刷
管理サーバ１００にアクセスしてログイン処理を行う。
　ステップＳ８０２では、ログインしたユーザに対応する印刷ジョブ情報を印刷ジョブ管
理テーブル９２０から取得する。
【０１０６】
　取得する印刷ジョブは、ＰＣ管理テーブル９３０を参照し、検索のあったＰＣを特定し
て、現在の時間と講義管理テーブル９１０から、講義を特定して、この講義に紐づくログ
インユーザの印刷ジョブである。
　なお、取得する印刷ジョブは、図１６の１６０１の検索条件に従って取得するようにし
てもよい。
　ステップＳ８０３では、取得した印刷ジョブ情報の一覧を要求のあった装置（クライア
ント端末４００又は複合機３００）に送信する。
　ステップＳ８０４では、印刷ジョブ情報の一覧を印刷管理サーバ１００から受信する。
【０１０７】
　ステップＳ８０５では、受信した印刷ジョブ情報を図１６の印刷ジョブ一覧画面に表示
する。この時、印刷許可待ちとなっている印刷ジョブを特定して、許可依頼がこの画面で
出せるように許可依頼ボタン１６０２を押下可能に配置する。許可依頼ボタン１６０２が
押下された場合には、印刷管理サーバ１００から管理者に対して許可依頼メールが送信さ
れる。
　図１６の印刷ジョブ一覧画面で印刷したい印刷ジョブを選択する。レコードを指定する
と選択状態となる。
【０１０８】
　ステップＳ８０６では、印刷ジョブが選択され、印刷ボタン１６０３が押下されると、
印刷管理サーバ１００に対して、選択された印刷ジョブの印刷ジョブＩＤを含む印刷要求
を送信する。なお、制限有の印刷ジョブは印刷要求を出せないものとする。
【０１０９】
　クライアント端末４００から印刷要求を送信する際には、出力先となる複合機を合わせ
て送信する。出力先の指定は、例えば印刷ボタン１６０３が押下されると出力先選択画面
が表示され、出力先の複合機３００を指定する構成とする。また、教室での出力先が１台
の複合機で、事前に決定されている場合には、出力先の指定をしない構成としてもよい。
その場合、教室と出力先複合機（ＩＰアドレス含む）の対応付け情報を印刷管理サーバ１
００に登録しておく。この対応付け情報を参照して、出力先を決定するものとする。
　ステップＳ８０７では、印刷要求を受信する。
【０１１０】
　ステップＳ８０８では、印刷要求に含まれる印刷ジョブＩＤを基に、印刷ジョブから得
られたページ数（印刷ジョブ管理テーブル９２０に保持する構成であってもよい）と、ユ
ーザ管理テーブル９００で管理されている累計とにより、上限値を超えるか否かを判定す
る。上限値を超える場合には、ステップＳ８０９へ処理を移す。上限値を超えない場合に
は、ステップＳ８１０へ処理を移す。なお、今回の印刷で上限値を超える場合には、選択
された印刷ジョブの印刷を実行し、次回の印刷から印刷を実行しないようにしてもよい。
　ステップＳ８０９では、上限値を超えて印刷ができない旨の情報を、印刷要求のあった
クライアント端末４００、又は、複合機３００に送信する。
　ステップＳ８１０では、印刷ジョブを取得する。印刷ジョブの取得は、印刷ジョブ管理
テーブル９２０のファイルパスを基に取得するものとする。
　ステップＳ８１１では、取得した印刷ジョブを複合機３００に出力する。
　ステップＳ８１２では、印刷ジョブを受信して、印刷を実行する。
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　ステップＳ８１３では、印刷結果を受信して、ユーザ管理テーブル９００の累計を更新
する。
　ステップＳ８１４では、印刷した印刷ジョブの情報を印刷ジョブ管理テーブル９２０か
ら削除する。
【０１１１】
　その他の実施形態として、図１２の１２０１で講義を選択しない場合には、講義内での
印刷は不許可とし、且つ、課金有の印刷ジョブとして登録する。
　具体的には、休み時間や、生徒の履修内容から、講義を受けていない時間を特定し、そ
の時間に従って制限無に切り替え、印刷指示待ちとする。
　講義を選択していない印刷ジョブについては、図１５の１５１０に表示しない、或いは
、最下位に印刷ジョブを表示するようにする。
【０１１２】
　以上、本実施形態によれば、所定のネットワーク外から送信されたファイルのフリー印
刷を抑止することができる。
【０１１３】
　その他、学校外からアップロードされたファイルは、管理者（例えば、職員や教授など
）による許可を得て印刷することになるが、多くのファイルが学校外からアップロードさ
れると許可するファイルを特定することが困難となるが、
本実施形態によれば、所定のネットワーク外（学校外）から送信されたファイルであって
、フリー印刷となるファイルの特定が容易になる。
【０１１４】
　以上、本発明の実施形態を詳述したが、本発明は、例えば、システム、装置、方法、装
置で読み取り実行可能なプログラムもしくは記憶媒体等としての実施態様をとることが可
能であり、具体的には、複数の機器から構成されるシステムに適用しても良いし、また、
一つの機器からなる装置に適用しても良い。
【０１１５】
　また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム
コードを記録した記憶媒体を、システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置の
コンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み
出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。
【０１１６】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能
を実現することになり、プログラムコード自体及びそのプログラムコードを記憶した記憶
媒体は本発明を構成することになる。
【０１１７】
　プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク
、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ
、不揮発性のカード、ＲＯＭ等を用いることができる。
【０１１８】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュ
ータ上で稼動しているＯＳ（基本システム或いはオペレーティングシステム）などが実際
の処理の一部又は全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場
合も含まれることは言うまでもない。
【０１１９】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた
後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備
わるＣＰＵ等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって前述した実施形態の
機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
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【符号の説明】
【０１２０】
　１００　印刷管理サーバ
　２００　認証サーバ
　３００　複合機
　４００　クライアント端末
　６００　ＬＡＮ
　７００　ＷＡＮ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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